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～中学校の部活動の地域展開について～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴部活動の地域展開の概要（国の方針） 

  文部科学省では、令和５～７年度の３年間を「改革推進期間」、令和８～13 年度の

６年間を「改革実行期間」と位置づけ、休日及び平日の部活動について、学校内で運営さ

れてきた活動を広く地域に開き、学校・家庭・地域が一体となって生徒の活動を支えてい

く「部活動の地域展開」を進めています。部活動の地域展開にあたっては、部活動の意義

を継承・発展させつつ、地域ならではの「新たな価値」を創出し、より豊かで幅広い活動

を可能とすることを狙いとしています。 

 

 ⑵部活動改革の背景  

  全国で少子化が深刻化し、中学校の部活動設置数が減少して、やりたい部活動がな 

くなる、部員数減少のため特にチームスポーツなどで人数が足りず団体戦に出られな 

い、練習試合ができないなどの課題があります。 

また、より専門的な指導を受けたいという意見や、主要大会後に部活動を引退した 

後も活動を継続したいなどの意見もあります。 

 

 ⑶津幡町の今後の予定等について 
   

令和６年度 

～令和７年度 

【運動部】・一部の運動部の活動を地域クラブとして実施開始 

・関係団体との協議の継続 

【文化部】当面の間、現行どおり 

令和８年度以降 

【運動部】関係団体との協議を継続しながら、地域クラブでの

部活動を増やしていく。 

【文化部】当面の間、現行どおり 

 

 

 

 

 

現在、津幡町では、町立中学校における部活動の地域連携・地域クラブ活
動への移行を進めています。 

子どもたちのスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を将来にわたって確保
していくため、「地域の子どもは、学校を含めた地域で育てる」という考え
の下、これまで学校単位で行われてきた部活動を地域全体で関係者が連携し
て支える仕組みに段階的に移行します。 

お問い合わせは町生涯教育課（☎２８８－２１２５） 

    または町学校教育課（☎２８８－６７００） 



令和７年度部活動状況 

 部活動 
津幡中 

（人） 

津幡南中 

（人） 
備考 

運
動
部 

野球 26 24  

男子ソフトテニス  32  

女子ソフトテニス 
７ 

※R7年度末で廃部 22  

男子陸上 ６ 16  

女子陸上 10 15  

男子水泳 
８ 

※R7年度末で廃部  
R8年度～「地域クラブ」

発足に向け準備中 

女子水泳 
1 

※R7年度末で廃部  
R8年度～「地域クラブ」

発足に向け準備中 

男子バスケットボール 27 28  

女子バスケットボール 24 21  

男子バレーボール 23   

女子バレーボール 44  
R9年度～「地域クラブ」

発足に向け準備中 

男子卓球 30 20  

女子卓球 19 12  

男子バドミントン   
R7年度～ 

「地域クラブ」発足 

女子バドミントン 28 20  

男子剣道 ９ ５  

女子剣道 ８ ４  

柔道 ７   

サッカー 16 38  

ソフトボール  17  

男子ボート  21  

女子ボート  ３  

相撲  ８ 

令和６年度～ 

休日「地域クラブ」 

令和８年度～ 

「地域クラブ」へ完全移行 

文
化
部 

吹奏楽 46 47  

科学・工作 25   

科学・情報  32  

美術 32 29  

家庭  33  

 


